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自動車関係諸税の抜本改革を求める意見書 

 

国民の生活必需品である自動車は、公共交通が充実していない地方ほど保

有台数も多く家計の大きな負担となっていますが、取得・保有・走行の各段

階において複雑な税が課せられています。また、旧道路特定財源の一般財源

化による課税目的の喪失や二重課税（ガソリンには、ガソリン税と消費税が

課せられています。）といった課題が残されています。そのため、社会保障と

税の一体改革に伴い成立した税制抜本改革法第７条に規定された「安定的な

財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグ

リーン化の観点から、見直しを行う。」及び平成２９年度与党税制改正大綱に

記された「平成３１年度税制改正までに、安定的な財源を確保し、地方財政

に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し

総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる。」に沿って、代替の財源を確保し

た上で自動車の保有に係る税負担の軽減措置を確実に講ずる必要があります。 

ついては、平成３１年度税制改正において、次の事項を強く要望します。 

 

１ 車体課税を抜本的に見直し、その簡素化及び負担の軽減を図ること。 

２ 燃料課税を抜本的に見直し、その簡素化及び負担の軽減を図ること。 

３ 平成３１年４月以降に期限切れを迎える各種軽減措置を新税制度導入ま

で延長すること。 

４ 地方自治体の財源に影響を与えぬよう適切な措置を講ずること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

平成３１年３月１５日 
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                           佐野市議会 



理 由 

  平成３１年度税制改正において、代替の財源を確保した上で自動車の保

有に係る税負担の軽減措置を求めるため、意見書を国会及び関係行政庁に

提出したいので提案するものです。            


